
　市民の皆さま、こんにちは！　企画課の男女共同参画係です。合併により市の組織に新しく係ができました。
これから広報等を通じて市民の皆さまに国や県また市の情報や取り組みなどをお届けしたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。今回は国で決定している方針についてお知らせします。
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地域、家庭、学校みんなで子どもを育てよう！
杵築人権擁護委員協議会が「子育て憲法八か条」「子どもの誓い七か条」を作成

〈男女共同参画社会基本法〉 平成11年６月法律第78号

５つの基本理念
１　男女の人権の尊重　男女の個人としての尊厳を重んじ、
男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能
力を発揮できる機会を確保していきましょう。
２　社会における制度・慣行についての配慮　固定的な性別
役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよ
う社会の制度や慣行について考えていきましょう。
３　政策等の立案及び決定への共同参画　男女が、社会の対
等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画でき
るようにしましょう。
４　家庭生活における活動と他の活動の両立　男女が対等な
家族の構成員として互いに協力し、社会の支援も受け、家
族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動が
できるようにしましょう。
５　国際的協調　他の国々や、国際機関とも相互に協力して
取り組んでいきましょう。

≪男女共同参画基本計画（第２次）が閣議決定されました。
　平成17年12月27日≫
新計画のポイント
１　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 2020年まで
に、指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％にな
るよう期待し、各分野の取組を推進します。
２　女性のチャレンジ支援　チャレンジ支援策を推進し、情
報の一元化や関係機関のネットワーク化によるワンストッ
プ・サービス等を提供する環境を構築します。また、一旦
家庭に入った女性の再チャレンジ（再就職、起業等）支援
策を充実します。

　健やかな子どもの成長を願って、杵築人権擁護委員協議会（都
留俊一郎会長）が「子育て憲法八か条」「子どもの誓い七か条」
のチラシを作成しました。
　「子育て憲法八か条」は、子育てに悩む若いお母さんに、子育
ての参考にしてもらおうと子育て・親育ちの指針となる八つのポ
イントを作成しました。また、「子どもの誓い七か条」は、『朝
は早起き笑顔で「おはよう」からはじめます。』『「して良いこ
と」「して悪いこと」を考えて行動します。』など、子どもたち
に守ってもらいたい七つの約束を作成。チラシには自分の夢を書
く欄も設けられています。
　６月21日㈬に高根美雄副会長ら同協議会会員５名が市役所を訪
れ、「地域、家庭、学校で活用してください。」と照山俊一市長
にチラシを手渡しました。照山市長は「市内全戸に配布し活用し
ます。」とお礼を述べました。
　高根副会長は「家庭、地域の教育力の低下が指摘されています
が、子どもは地域の宝です。地域全体で温かく見守り地域全体で
育てるためにも、このチラシを家庭内に貼って活用してくださ
い。」と話しています。 ▲杵築人権擁護委員協議会が作成したチラシ

▲照山市長にチラシを手渡す高根副会長と人権擁護委員の皆さん
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３　男女雇用機会均等の推進　男女双方に対する差別の禁
止、間接差別の禁止等を内容とする男女雇用機会均等法の
改正法案を今国会に提出します。

４　仕事と家庭・地域生活の両立支援と働き方の見直し　男
性も含めた働き方の見直しを大幅かつ具体的に推進しま
す。

５　新たな分野への取組　科学技術、防災、地域おこし・ま
ちづくり・観光・環境分野における男女共同参画を推進し
ます。

６　男女の性差に応じた的確な医療の推進　男女の性差に応
じた的確な医療（性差医療）についての知識の普及を図り
ます。

７　男性にとっての男女共同参画社会　男女共同参画社会の
形成の男性にとっての意義と責任等を重視した広報活動を
推進します。

８　男女平等を推進する教育・学習の充実　2015年までにす
べての教育レベルにおける男女格差を解消します。

９　女性に対するあらゆる暴力の根絶　被害者の保護や支援
等の施策を推進します。また、女性に対する暴力の予防の
ための対策を推進します。

10　あらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連
施策を立案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指しま
す。

　以上の項目について国から県や市町村へと、施策などが示
されますが、何といっても、皆さま方、個人個人の意識がと
ても大切です。
　いろいろな場面で、ひとりの人として、そして男性とし
て、女性として考えてみましょう。

　問い合わせ　企画課男女共同参画係　☎0978725161


